
貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

貿易一般保険運用規程 

平成 13 年４月１日 01-制度-00034 
沿革     （略）       

平成 22 年９月 27日 一部改正 

 

第１条 ～ 第22条 （略） 

 

（本邦外子会社を経由する取引における貿易一般保険の取扱

い） 
第２３条 本邦輸出者等（以下、「親会社」という。）が本邦外

に所在する子会社との間で輸出契約等を締結し、当該子会社

が当該輸出契約等に係る輸出貨物等又は技術等を他の外国

法人に販売又は提供する契約を締結した場合であって、当該

輸出契約等に係る保険契約につき当該外国法人及びその所

在国において生じた事由をてん補事由とする場合において

は、対象となる親会社及び子会社は会社法（平成十七年七月

二十六日法律第八十六号 ）に規定する親会社及び子会社と

する。 
 

第24条 ～ 第25条 （略） 

 

（一の輸出契約又は仲介貿易契約が二以上の包括特約書の対象

となる場合の取扱い） 
第２６条 貿易一般保険包括保険（企業総合）特約書（以下この

条及び第３６条において「企業総合包括特約書」という。）

の締結者については、当該企業総合包括特約書の附帯別表第

１に記載された貨物又は附帯別表第１に記載された部門が

扱う貨物に係る輸出契約又は仲介貿易契約（技術提供特約書

の対象となるもの及び賃貸料に係るものを除く。以下この条

及び次条において同じ。）は、他の包括特約書の対象としな

い。ただし、貿易一般保険包括保険（企業総合）の引受基準

について（平成１３年４月１日 01-制度-00073）「別紙１ 
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沿革     （略）      

 

 

第１条 ～ 第 22条 （略） 

 

（本邦外子会社を経由する取引における貿易一般保険の取扱

い） 
第２３条 本邦輸出者等（以下、「親会社」という。）が本邦外

に所在する子会社との間で輸出契約等を締結し、当該子会社が

当該輸出契約等に係る輸出貨物又は技術等を他の外国法人に販

売又は提供する契約を締結した場合であって、当該輸出契約等

に係る保険契約につき当該外国法人及びその所在国において生

じた事由をてん補事由とする場合においては、対象となる親会

社及び子会社は会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六

号 ）に規定する親会社及び子会社とする。 

 

 

第24条 ～ 第25条 （略） 

 

（一の輸出契約又は仲介貿易契約が二以上の包括保険の対象と

なる場合の取扱い） 
第２６条 貿易一般保険包括保険（企業総合）特約書（以下この

条及び第３６条において「企業総合包括特約書」という。）

の締結者については、当該企業総合包括特約書の附帯別表第

１に記載された貨物又は附帯別表第１に記載された部門が

扱う貨物に係る輸出契約又は仲介貿易契約（技術提供特約書

の対象となるもの及び賃貸料に係るものを除く。以下この条

及び次条において同じ。）は、他の包括保険の対象としない。

ただし、貿易一般保険包括保険（企業総合）の引受基準につ

いて（平成１３年４月１日 01-制度-00073）「別紙１ ２年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
２年未満案件の解釈等」に適合する２年未満案件に限る。 

２ 保険契約は、輸出契約又は仲介貿易契約ごとに一の保険契

約の締結を原則とするが、一の輸出契約又は仲介貿易契約に

基づく輸出貨物等（第６１条第２号に該当する場合の非対象

貨物を含む。以下この項及び次項において同じ。）の中に二以

上の包括特約書（企業総合包括特約書を除く。以下この条に

おいて同じ。）の対象貨物が含まれている場合（二以上の包括

特約書間において対象貨物が競合する場合を除く）は、商品

別にそれぞれ該当する包括特約書の対象として取り扱うこと

とし、該当する包括特約書の対象となる部分に分割して保険

契約を締結することとする。 
３ 輸出貨物等が二以上の包括特約書間において競合する場合

の当該輸出貨物等は、次のとおり取り扱う。 

一 貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書（以下「機械

包括特約書」という。）以外の包括特約書間において競合

する場合は、当該貨物の使用目的により該当する包括特約

書の対象とし、使用目的不明のときは貨物名に基づき該当

する包括特約書の対象とする。 
二 機械包括特約書と当該特約書以外の包括特約書が競合

する場合は、機械包括特約書以外の包括特約書の対象とす

る。 

４ 前項の場合、関係する包括特約書の締結者の同意があると

きは、いずれかの包括特約書に基づく保険契約の申込みを行

うことができるものとする。ただし、当該申込みに係る包括

特約書の締結者の定款に定める以外の貨物についてはこの

限りでない。 

５ 第２項の規定により分割して保険契約を締結する場合の保

険価額及び保険金額は、次の各号により算出する。 
一 保険価額 
イ 元 本 

輸出契約又は仲介貿易契約の総額に建値を基準とする

当該包括特約書に係る輸出貨物等の代金又は賃貸料の

各々の額の当該輸出契約又は仲介貿易契約の輸出貨物等

の代金又は賃貸料の総額に対する割合を乗じて得た額 
ロ 金利その他 

未満案件の解釈等」に適合する２年未満案件に限る。 

２ 保険契約は、輸出契約又は仲介貿易契約ごとに一の保険契

約の締結を原則とするが、一の輸出契約又は仲介貿易契約に

基づく輸出貨物等（第６１条第２号に該当する場合の非対象

貨物を含む。以下この項及び次項において同じ。）の中に二以

上の包括特約書（企業総合包括特約書を除く。以下この条に

おいて同じ。）の対象貨物が含まれている場合（二以上の包括

特約書間において対象貨物が競合する場合を除く）は、商品

別にそれぞれ該当する包括特約書の対象として取り扱うこと

とし、該当する包括特約書の対象となる部分に分割して保険

契約を締結することとする。 
３ 輸出貨物等が二以上の包括特約書間において競合する場合

の当該輸出貨物等は、次のとおり取り扱う。 

一 貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書（以下「機械

包括特約書」という。）以外の包括特約書間において競合

する場合は、当該貨物の使用目的により該当する包括特約

書の対象とし、使用目的不明のときは貨物名に基づき該当

する包括特約書の対象とする。 
二 機械包括特約書と当該特約書以外の包括特約書が競合

する場合は、機械包括特約書以外の包括特約書の対象とす

る。 

４ 前項の場合、関係する包括特約書の締結者の同意があると

きは、いずれかの包括特約書に基づく保険契約の申込みを行

うことができるものとする。ただし、当該申込みに係る包括

特約書の締結者の定款に定める以外の貨物についてはこの

限りでない。 

５ 第２項の規定により分割して保険契約を締結する場合の保

険価額及び保険金額は、次の各号により算出する。 
一 保険価額 
イ 元 本 

輸出契約又は仲介貿易契約の総額に建値を基準とする

当該包括特約書に係る輸出貨物等の代金又は賃貸料の

各々の額の当該輸出契約又は仲介貿易契約の輸出貨物等

の代金又は賃貸料の総額に対する割合を乗じて得た額 
ロ 金利その他 
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イにより算出した元本に基づき輸出契約又は仲介貿易

契約に定める計算方法により算出した額 
二 保険金額は、前号により算出した保険価額に基づき当該

包括特約書で定めるところに従い算出した額 
（消費財包括保険の対象となる輸出契約について限度額設定型

貿易保険の保険関係が成立した場合の取扱い） 
第２６条の２ 貿易一般保険包括保険（鋼材）特約書（以下

「鋼材特約書」という。）又は貿易一般保険包括保険（化学品）

特約書（以下「化学品特約書」という。）の対象となる一の輸

出契約について限度額設定型貿易保険約款第２条第１項の規

定による保険関係が成立した場合、同約款（関連規程を含む。）

の規定のみを適用するものとして取り扱う。ただし、当該輸

出契約が同約款第９条第１項第１号のいずれかに該当する場

合はこの限りではない。 
２ 前項の場合は、鋼材特約書第１条第１項又は化学品特約書

第１条第１項の規定による申込みがなされなかったときであ

っても、鋼材特約書第１条第１項又は化学品特約書第１条第

１項の規定による申込がなされたものとみなす。 
（一の輸出契約又は仲介貿易契約が包括特約書及び簡易通知型

包括保険の対象となる場合の取扱い） 

第２６条の３ 簡易通知型包括保険契約の締結者については、

当該簡易通知型包括保険の対象となる部門が扱う貨物に係る

輸出契約又は仲介貿易契約は、包括特約書の対象としない。

ただし、２年未満案件に限る。 
 

第27条 ～ 第58条 （略） 

 

（支払限度額の設定） 
第５９条 特約書第５条第２号に規定する支払限度額（以下この

章及び別表第２において「支払限度額」という。）は、次項の

規定により算出される額（以下「暫定限度額」という。）を基

礎として特約書締結者の希望等を勘案のうえ設定し、当該特

約書締結者に通知するものとする。 
 なお、支払限度額の設定の取扱いは別表第２に掲げるとお

りとする。ただし、輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契

イにより算出した元本に基づき輸出契約又は仲介貿易

契約に定める計算方法により算出した額 
二 保険金額は、前号により算出した保険価額に基づき当該

包括特約書で定めるところに従い算出した額 
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（支払限度額の設定） 
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りとする。ただし、輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契
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約等に係る代金の支払人が異なる場合の別表第２における輸

出契約等の相手方とは、当該輸出契約等に係る代金の支払人

をいうものとする。 
２ 支払限度額の設定の基礎となる暫定限度額は、次の各号に

定める輸出実績額を基礎として以下の算式により算出する。 
 

      ［算式：暫定限度額の算定］ 
                       平均ユーザンス  
    輸出実績額 ×         × ９０％ 
            正味ユーザンス 
 
（注）１．平均ユーザンスとは、一の輸出契約等に係る取引の

額（付保実績額を輸出実績額とする場合は、一の保険

契約に係る保険価額）と最終船積日から決済日までの

期間（付保実績額を輸出実績額とする場合には、約款

第３条第２号のてん補危険に係る保険期間。）をもとに

加重平均により算出した平均支払猶予期間（日数は３

０日単位で切り上げとする。）をいう。 
２．正味ユーザンスとは、輸出実績額を算出する期間中

に締結した輸出契約等（付保実績額を輸出実績額とす

る場合には保険契約。以下この項において同じ。）に係

るユーザンスの合計日数から同期間中の一の輸出契約

等に係るユーザンスと他の一の輸出契約等に係るユー

ザンスとの重複期間の合計日数を控除した日数をい

う。ただし、正味ユーザンスが 360 日を超えるとき又

は特約書の締結時にあって当該正味ユーザンスが不明

なときは 360 日とする。 
 
一 特約書の締結時（特約書の締結時に支払限度額を設定し

た場合であって、特約書第１条に規定する特約期間（以下

この章及び別表第２において「特約期間中」という。）に次

条第３項に基づき支払限度額を増額設定する場合及び同条

第４項に基づき支払限度額を減額設定する場合を含む。）に

あっては、特約書の締結予定日の１７月前から１年間の輸出

契約等に係る取引金額（ＩＬＣにより決済された場合はそ

約等に係る代金の支払人が異なる場合の別表第２における輸

出契約等の相手方とは、当該輸出契約等に係る代金の支払人

をいうものとする。 
２ 支払限度額の設定の基礎となる暫定限度額は、次の各号に

定める輸出実績額を基礎として以下の算式により算出する。 
 

      ［算式：暫定限度額の算定］ 
                       平均ユーザンス  
    輸出実績額 ×         × ９０％ 
            正味ユーザンス 

 
（注）１．平均ユーザンスとは、一の輸出契約等に係る取引の

額（付保実績額を輸出実績額とする場合は、一の保険

契約に係る保険価額）と最終船積日から決済日までの

期間（付保実績額を輸出実績額とする場合には、約款

第３条第２号のてん補危険に係る保険期間。）をもとに

加重平均により算出した平均支払猶予期間（日数は３

０日単位で切り上げとする。）をいう。 
２．正味ユーザンスとは、輸出実績額を算出する期間中

に締結した輸出契約等（付保実績額を輸出実績額とす

る場合には保険契約。以下この項において同じ。）に係

るユーザンスの合計日数から同期間中の一の輸出契約

等に係るユーザンスと他の一の輸出契約等に係るユー

ザンスとの重複期間の合計日数を控除した日数をい

う。ただし、正味ユーザンスが 360 日を超えるとき又

は特約書の締結時にあって当該正味ユーザンスが不明

なときは 360 日とする。 
 
一 特約書の締結時（特約書の締結時に支払限度額を設定し

た場合であって、特約書第１条に規定する特約期間（以下

この章及び別表第２において「特約期間中」という。）に次

条第３項に基づき支払限度額を増額設定する場合を含む。）

にあっては、特約書の締結予定日の１７月前から１年間の輸

出契約等に係る取引金額（ＩＬＣにより決済された場合は

その２分の１の額とし、ＩＬＣ以外の方法により決済され
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の２分の１の額とし、ＩＬＣ以外の方法により決済された

場合であって特約書附帯別表第３に掲げる輸出契約等に係

るものを除く。）の合計を輸出実績額とする。ただし、日本

貿易保険が特に認めた場合はこの限りではない。 
二 すでに特約書第２条第１項の規定により登録されている

輸出契約等の相手方について支払限度額の設定をする場合

（次条第２項ただし書により支払限度額を変更する場合、

同条第３項により支払限度額を増額設定する場合及び同条

第４項により支払限度額を減額設定する場合を含む。）に

は、特約書の更新日（特約書の更新時に支払限度額を設定

した場合であって、特約期間中に次条第３項に基づき支払

限度額を増額設定する場合及び同条第４項に基づき支払限

度額を減額設定する場合を含む。また、特約書第１条に規

定する特約期間中に支払限度額を設定する場合にあって

は、支払限度額の設定の申請を行った日）の１７月前からの

１年間に特約書に基づいて締結された保険契約に係る保険

価額（約款第４条第 12 号又は第 14 号のいずれかに該当す

る事由をてん補する保険契約における約款第３条第２号又

は第４号のてん補危険に係る保険価額とし、ＩＬＣにより

決済された場合はその２分の１の額とする。）の合計額を輸

出実績額とする。 
三 特約書の更新時又は特約期間中に特約書第２条第１項の

規定により登録される輸出契約等の相手方について支払限

度額を設定する場合（当該設定後であって、特約期間中に

次条第３項に基づき支払限度額を増額設定する場合及び同

条第４項に基づき支払限度額を減額設定する場合を含む。）

には、輸出実績額はないものとみなす。ただし、同条第２

項の規定により登録を削除してから２年を経過していない

場合においては、前号の規定を準用する。     
３ 特約書の締結者は、支払限度額の設定に際し、前項に規定

する暫定限度額を超える場合その他日本貿易保険が特に必

要と認める場合には、原則として、輸出契約等の相手方ごと

に次の書類を提出するものとする。 
 一 支払限度額申請書提出前３月以内に発行された信用調査

報告書 

た場合であって特約書附帯別表第３に掲げる輸出契約等に

係るものを除く。）の合計を輸出実績額とする。ただし、日

本貿易保険が特に認めた場合はこの限りではない。 
 
二 すでに特約書第２条第１項の規定により登録されている

輸出契約等の相手方について支払限度額の設定をする場合

（次条第２項ただし書により支払限度額を変更する場合及

び同条第３項により支払限度額を増額設定する場合を含

む。）には、特約書の更新日（特約書の更新時に支払限度額

を設定した場合であって、特約期間中に次条第３項に基づ

き支払限度額を増額設定する場合を含む。また、特約書第

１条に規定する特約期間中に支払限度額を設定する場合に

あっては、支払限度額の設定の申請を行った日）の１７月前

からの１年間に特約書に基づいて締結された保険契約に係

る保険価額（約款第４条第 12 号又は第 14 号のいずれかに

該当する事由をてん補する保険契約における約款第３条第

２号又は第４号のてん補危険に係る保険価額とし、ＩＬＣ

により決済された場合はその２分の１の額とする。）の合計

額を輸出実績額とする。 
 

 
三 特約書の更新時又は特約期間中に特約書第２条第１項の

規定により登録される輸出契約等の相手方について支払限

度額を設定する場合（当該設定後であって、特約期間中に

次条第３項に基づき支払限度額を増額設定する場合を含

む。）には、輸出実績額はないものとみなす。ただし、同条

第２項の規定により登録を削除してから２年を経過してい

ない場合においては、前号の規定を準用する。     
 

３ 特約書の締結者は、支払限度額の設定に際し、前項に規定

する暫定限度額を超える場合その他日本貿易保険が特に必

要と認める場合には、原則として、輸出契約等の相手方ごと

に次の書類を提出するものとする。 
 一 支払限度額申請書提出前３月以内に発行された信用調査

報告書 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
 二 その他日本貿易保険が求める書類 
４ 特約書第５条第３号に規定する運用規程に定めるものと

は、次のいずれかのものをいう。 
 一 第２項に規定する輸出実績額がないもの 
 二 暫定限度額が特約書附帯別表第１に掲げる金額未満とな

ったもの 
 三 第１項の規定により支払限度額の設定を調整していく過

程において、第２項に規定する輸出実績額がある（前号に

該当する場合を除く。）にもかかわらず、支払限度額を設

定しないことが適当と認めたもの 
（支払限度額等の効力等） 
第６０条 支払限度額及び特約書第５条第３号の規定によるて

ん補率の制限（以下「てん補率の制限」という。）の効力発

生日は、特約書の締結日又は特約書の更新日とする。ただし、

貿易一般保険包括保険（企業総合）手続細則（平成１３年４

月１日 ０１－制度―０００２７。以下この章において「手

続細則」という。）第３条第１項から第５項までの規定によ

る申請が特約期間中になされた場合には、当該申請に係る支

払限度額及びてん補率の制限の効力発生日は設定の日とす

る。 
２ 前項の規定により効力が発生した支払限度額の変更及びて

ん補率の制限がなされている輸出契約等の相手方の支払限

度額の設定は、特約書の更新時に限り認めるものとする。た

だし、支払限度額０円の輸出契約等の相手方にあっては、特

約期間中１回に限り支払限度額を変更することができる。 
３ 前項の規定にかかわらず、既に支払限度額を設定している

場合（支払限度額が０円の場合を除く）であっても、原則と

して最新の支払限度額の設定日から３月を経過した後であ

れば、支払限度額の増額を申請することができ、日本貿易保

険がこれを認める場合に限り、特約期間中１回に限り支払限

度額を増額設定するものとする。 
４ 第２項の規定にかかわらず、既に支払限度額を設定してい

る場合であっても、支払限度額の減額を申請することがで

き、日本貿易保険がこれを認める場合に限り、特約期間中１

回に限り支払限度額を減額設定するものとする。 

 二 その他日本貿易保険が求める書類 
４ 特約書第５条第３号に規定する運用規程に定めるものと

は、次のいずれかのものをいう。 
 一 第２項に規定する輸出実績額がないもの 
 二 暫定限度額が特約書附帯別表第１に掲げる金額未満とな

ったもの 
 三 第１項の規定により支払限度額の設定を調整していく過

程において、第２項に規定する輸出実績額がある（前号に

該当する場合を除く。）にもかかわらず、支払限度額を設

定しないことが適当と認めたもの 
（支払限度額等の効力等） 
第６０条 支払限度額及び特約書第５条第３号の規定によるて

ん補率の制限（以下「てん補率の制限」という。）の効力発

生日は、特約書の締結日又は特約書の更新日とする。ただし、

貿易一般保険包括保険（企業総合）手続細則（平成１３年４

月１日 ０１－制度―０００２７。以下この章において「手

続細則」という。）第３条第１項から第５項までの規定によ

る申請が特約期間中になされた場合には、当該申請に係る支

払限度額及びてん補率の制限の効力発生日は設定の日とす

る。 
２ 前項の規定により効力が発生した支払限度額の変更及びて

ん補率の制限がなされている輸出契約等の相手方の支払限

度額の設定は、特約書の更新時に限り認めるものとする。た

だし、支払限度額０円の輸出契約等の相手方にあっては、特

約期間中１回に限り支払限度額を変更することができる。 
３ 前項の規定にかかわらず、既に支払限度額を設定している

場合（支払限度額が０円の場合を除く）であっても、原則と

して最新の支払限度額の設定日から３月を経過した後であ

れば、支払限度額の増額を申請することができ、日本貿易保

険がこれを認める場合に限り、特約期間中１回に限り支払限

度額を増額設定するものとする。 
 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
５ 特約書の更新時における付保実績算出期間後に輸出契約等

の相手方について支払限度額を設定した場合（支払限度額を

０円から変更した場合及び増額設定した場合を含む。）は、

当該支払限度額の効力発生日後直近の特約書の更新日にお

いて支払限度額を設定することができる場合に限り、当該支

払限度額と同額の支払限度額を当該特約書の更新日に設定

するものとする。ただし、支払限度額が０円の輸出契約等の

相手方についてはこの限りではない。 
 

第 61条 ～ 第 69条 （略） 

 
（共通運用規程） 

第 70条 本規程に規定するもののほか、損失防止軽減義務、回

収義務、保険目的等の譲渡その他日本貿易保険が定める各保

険に共通の事項については、貿易保険共通運用規程（平成１

３年４月１日 ０１－制度―０００５８）において定める。 
 
  附 則 
この改正は、平成 22 年 10 月１日から実施する。 
 

 

別表第１ ～ 第２ （略） 

 

別紙様式第１ ～ 第５ （略） 

 

４ 特約書の更新時における付保実績算出期間後に輸出契約等

の相手方について支払限度額を設定した場合（支払限度額を

０円から変更した場合及び増額設定した場合を含む。）は、

当該支払限度額の効力発生日後直近の特約書の更新日にお

いて支払限度額を設定することができる場合に限り、当該支

払限度額と同額の支払限度額を当該特約書の更新日に設定

するものとする。ただし、支払限度額が０円の輸出契約等の

相手方についてはこの限りではない。 
 

第 61条 ～ 第 69条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ ～ 第２ （略） 

 

別紙様式第１ ～ 第５ （略） 

 

 

 

 


